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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
照
明
設
備
の
設
置
、
有
効
な
採
光
方
法
の
確
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
の
基

準
等
を
定
め
る
件
及
び
建
築
物
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
算
定
方
法
で
別
に
定
め
る
も
の
を
定
め
る

件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

（
照
明
設
備
の
設
置
、
有
効
な
採
光
方
法
の
確
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
の
基
準
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改

正
）

第
一
条

照
明
設
備
の
設
置
、
有
効
な
採
光
方
法
の
確
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
の
基
準
等
を
定
め
る
件
（
昭

和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

照
明
設
備
の
設
置
、
有
効
な
採
光
方
法
の
確
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措

第
一

照
明
設
備
の
設
置
、
有
効
な
採
光
方
法
の
確
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措

置
の
基
準

置
の
基
準

一

幼
稚
園
の
教
室
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
室
若
し
く
は
保
育
室
又

（
新
設
）

は
保
育
所
の
保
育
室
に
あ
つ
て
は
、
床
面
に
お
い
て
二
百
ル
ッ
ク
ス
以
上
の
照

度
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
照
明
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教

一

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等

室
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

教
育
学
校
の
教
室
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
室
若
し
く
は
保
育
室
又

は
保
育
所
の
保
育
室
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

床
面
か
ら
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
平
面
に
お
い
て
二
百
ル

イ

床
面
か
ら
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
平
面
に
お
い
て
二
百
ル

ッ
ク
ス
以
上
の
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
照
明
設
備
を
設
置
す

ッ
ク
ス
以
上
の
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
照
明
設
備
を
設
置
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ロ

窓
そ
の
他
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
う
ち
床
面
か
ら
の
高
さ
が

ロ

窓
そ
の
他
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
う
ち
床
面
か
ら
の
高
さ
が

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
の
面
積
が
、
当
該
教
室
の
床
面
積
の
七

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
の
面
積
が
、
当
該
教
室
又
は
保
育
室
の

分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

床
面
積
の
七
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
音

二

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
音

楽
教
室
又
は
視
聴
覚
教
室
で
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る

楽
教
室
又
は
視
聴
覚
教
室
で
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る

技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号

技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号

イ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

窓
そ
の
他
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
そ
の
床
面
積
に
対
す

第
二

窓
そ
の
他
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
そ
の
床
面
積
に
対
す

る
割
合
で
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

る
割
合
で
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

一

第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
居
室
に
あ
つ

一

第
一
第
一
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
居
室
に
あ
つ
て
は
、
七
分

て
は
、
七
分
の
一
と
す
る
。

の
一
と
す
る
。

二

第
一
第
三
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
居
室
に
あ
つ
て
は
、
十
分

二

第
一
第
二
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
居
室
に
あ
つ
て
は
、
十
分

の
一
と
す
る
。

の
一
と
す
る
。
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（
建
築
物
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
算
定
方
法
で
別
に
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
物
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
算
定
方
法
で
別
に
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
（
平
成
十

五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一

い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
開
口
部
で
採

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積

光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
の
算
定
方
法
で
別
に
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

の
算
定
方
法
で
別
に
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

。
た
だ
し
、
令
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
令
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

特
定
行
政
庁
が
土
地
利
用
の
現
況
そ
の
他
の
地
域
の
状
況
を
考
慮
し
て
規
則

（
新
設
）

で
指
定
す
る
区
域
内
の
建
築
物
の
居
室
（
長
屋
又
は
共
同
住
宅
に
あ
っ
て
は
、

同
一
の
住
戸
内
の
居
室
に
限
る
。
）
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
（
以
下
「
開
口
部

」
と
い
う
。
）
ご
と
の
面
積
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
十
条
第
二
項
各
号
の
う
ち

か
ら
特
定
行
政
庁
が
当
該
規
則
で
指
定
す
る
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
数
値
（
天
窓
に
あ
っ
て
は
当
該
数
値
に
三
・
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
値
、
そ

の
外
側
に
幅
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
縁
側
（
ぬ
れ
縁
を
除
く
。
）
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
あ
る
開
口
部
に
あ
っ
て
は
当
該
数
値
に
〇
・
七
を
乗

じ
て
得
た
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
・
〇
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

・
〇
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

二

二
以
上
の
居
室
（
二
以
上
の
居
室
が
、
一
体
的
な
利
用
に
供
さ
れ
、
か
つ
、

（
新
設
）

衛
生
上
の
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
特
定
行
政
庁
の
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
と
特
定
行
政
庁
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
部
ご
と
の
面
積
に

そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
十
条
第
一
項
の
採
光
補
正
係
数
（
前
号
に
掲
げ
る
居
室
に
あ

っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
数
値
）
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
合
計
し
て
算
定
し
た

面
積
の
当
該
二
以
上
の
居
室
の
床
面
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
が
、
建
築
基
準

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
割
合

以
上
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
二
以
上
の
居
室
の
各
居
室
に
つ
い
て
は
、
採
光
に

有
効
な
部
分
の
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
居
室
の
床
面
積
に
対
す
る
当
該
割
合

以
上
の
も
の
と
み
な
す
。



- 5 -

三

近
隣
商
業
地
域
又
は
商
業
地
域
内
の
住
宅
の
居
室
（
長
屋
又
は
共
同
住
宅
に

近
隣
商
業
地
域
又
は
商
業
地
域
内
の
住
宅
の
居
室
（
長
屋
又
は
共
同
住
宅
に
あ
っ

あ
っ
て
は
、
同
一
の
住
戸
内
の
居
室
に
限
る
。
）
で
開
口
部
を
有
す
る
壁
に
よ

て
は
、
同
一
の
住
戸
内
の
居
室
に
限
る
。
）
で
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

っ
て
区
画
さ
れ
た
二
の
居
室
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
居
室
の
開
口
部
ご
と

第
二
百
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
室
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
（
以

の
面
積
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
十
条
第
一
項
の
採
光
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た

下
単
に
「
開
口
部
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
壁
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
二
の
居
室
に

面
積
を
合
計
し
て
算
定
し
た
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
が
、
当
該
二
の
居
室

つ
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
居
室
の
開
口
部
ご
と
の
面
積
に
、
そ
れ
ぞ
れ
建
築
基
準
法

の
床
面
積
の
合
計
の
七
分
の
一
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
他
の
居
室
に
つ
い

施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
の
採
光
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
合
計
し
て
算
定

て
は
、
当
該
壁
の
開
口
部
で
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
は
、
当
該
開
口
部
の

し
た
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面
積
が
、
当
該
二
の
居
室
の
床
面
積
の
合
計
の
七
分
の

面
積
と
す
る
。

一
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
他
の
居
室
に
つ
い
て
は
、
当
該
壁
の
開
口
部
で
採
光

に
有
効
な
部
分
の
面
積
は
、
当
該
開
口
部
の
面
積
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

く
く


